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○ 日本年金機構の平成22年1月分の事務処理誤り等一覧（1～6ページ）  

整理番号1～19   

整理番号20～22   

整理番号23～31   

整理番号32～35   

整理番号36～42   

整理番号43   

整理番号44  

1．厚生年金適用関係  

2．厚生年金徴収関係  

3．国民年金適用関係   

4．国民年金徴収関係  

5．年金給付関係   

6．船員保険関係  

7．その他  

（注）各事項について、1．受付時の書類管理誤り、2．確認・決定誤り、3．未処理・処理遅延、4．入力誤り、5．通知書等の作成誤り、6．誤送付・誤送信、7．説明誤り、   
8．受理後の書類管理誤り、9．記録訂正誤り、10．事故等の順に編綴  

○ 日本年金機構の平成22年1月分システム事故等一覧（7ページ）   
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∴ ∴ ＝ 三   件名   ■名  事務所名  発生年月日  判明年月日   ■‖■   原因   ■ ＿ F⊥三  影響区分  二 二†   対応   対策   判明契機   

■定壬■届書醜月■の入   
力娯りについて  

平成21年12月分の納入告知書を受け取ったA事業主から、  0算定さ鍵届の報酬月♯の入力を、本業入力丁るべき舛○千Rと   ○事業主に連絡して．お膳びをするとともに事情を説明しました．そ  ○課内金線において 当該事たを戊明し 正謙な事務処理   
会社で計算した犀■料■と告知書の保険料頓が合わないと  の後、事羊蹄を訪阻して．再虚．≠打と事実軽iの説明を行い末し  に努めるとともに処理範果の社数名によち確認の徹底を櫓  
の1焦があー た   た．  

できなかったものでナ．   
不しました．また、開いロわせの肝の対応についても、お客  

雇の曝す月■の■入力が判明した。   0今後の納入について、事業主に相放し、その編集．2月1【】の口   様の≠望を確実に実行するように指示しました．  
主か、は年 に送付さ  暮  塵提書を停止して、緩日、正当ヰの保険料納入告知書をお♯ちす  

10  

30干円   東京  新宿  200，年8月25日  2010年†月25日      1事業所  遇徴収  ユ○乙3ユ1        外部  
なかった，モの闊に確雄していただければ、少なくてもユケ月間にわ  ○事業主と約束のうえ、正当額の保険料納入告知書を手濾しまし  
たって．誤った保険料を納入することはなかったとのことでした．  た．   

鮭慮保険・厚生年金保鹸橿   人事某所より．せ慮保■・厚生年金保険標準≠酬月疇決  事業所あてに送付した書類の中に、別事葉新に送付すべきであっ   
草書酬月■決定通知■の  

t且がB事業所書訪問し、事務担当者と面談し謝罪のうえ、誤送  所憂より厚生年金適用徴収課員員へ蔵王に注意をすると   

誤送何について  
定通知暮の早期送付依tが有り．当斯で進捗状況を鞭鰹  付された「♯慮保険・厚生年金保険塀準報酬月鍾決定通知書」を回  
する旨回答しました．   発送していたことが判明しました．  収しました．   
当所で書類を確空していたところ、B事茶所より、局所宛  

た．  

副所長と義員がA事業所を訪問し、革帯担当者と両断し饉練と再  
の攣優艶にA事よ薪のt書保険・す生年会保鹸積年鶉■  通常は、厚生年金連用調査課の暮員が封入し、アシスタント■Å  発防止を説明のうえ謝罪するとともにr腱應保険・厚生年金保険楳   
月慮決定i知暮が同封されていたとの速♯があった旨、岩  準せ酬月鞠決定通知暮」を手交しました．   いました．   

壬した．   岩手  ニ戸  2010年1月6日  20】○年1月Tlヨ      2事某所  なし  0  外部  
まま発送を行なったことにより著す．  

や丘保険・厚生年金保険責   0鯉慮俣欄・厚生年金保欄欄欄Ⅷほの層義貞の■縫を  0合計13事業所分の決定慮知雷送付漏れです．   
格闘係にかかる決定通知  行っていたところ．事業所あて発送されていない決定通知書  決■徒蓋知■を送付せずに編鐸する書類lこ混入させていたためで  

0当故事井所あて決定通知義盲持馨し、経過脱明及び州罪を行い  0今後の再発防止策としては 決戴は早急に行い 決裁徒   

書の送付遅猛について  ました。  
を発見しました．  

については、遅くとも翌日雷でには、発送及び編編作業を♯  
す．  13件のうち、9件については、事業所へ赴き事情説明を行い、  

之Q09年11月l】巳  逢細雪を手1しました．  

t之  奈良  棄良  2010年l月】8日  4件については、社会保険労掃士事秩所受託事業所であったた  

2009年】2月‖日  13事業所  なし  ○  内部  
しました．  
保験斜に関しては支ヰがなかったこともあり、すべての事業所に  

ご理♯いただくことができ≠した．  

1与支払眉（写）の裏送付   
について  

OA社芳士事葛折から、提出したB事茶所の∫与支払届に  01月8日受付の賞与支払層の兼より．A社労士事覇所から依欄の   
ついて、当市が貴書したことを鶴野できる受付済の賞与支  あった8事業所の▲与支払届【写）を作成し辛した．  

OA社労土事輝所にt話し．今回の経緯を説明のうえ、お詫びし、  ○課内員員に当胚事案を説明し届T（写ほ作成する碍及   
「訪問のうえ、榊押したい．」と申し出たところ、r忙しいため訪問は  び送付物を封入する際は、事故防止のため 必ず事務処理  

払層（写）喜送付してほしい旨の鋏♯文書が当該賞与支払  ○その時にB■稟所の1つ前のC事業所の∫与支払届（写）につい  
届に付され．返慣用封書が添付されていました．この捜鞠に  

不賽」とのことでした．今回瞳精のあった巳事茶所の賞与支払届  誤りがないか十分チェ・ソウするよう、再度局知徹底を行いま  
（写）は当該賞与支払届にかかる決定通知書と一緒に送付すること  

基づき．撞＃のあった8事業所の賞与支払届（写）を作成し  
送付しました．  

で了解を得ました。  
A牡労士事株所から依拠のあったものと異なるC事業所の霊与支払  ○また．誤って送付したC事業所の工与支払眉（写）についても、当  

】3  愛知  名古丘西  2010年1月8日  201【〉年1月14日  
（写）とlよ別のC事業所の1与支払届（写）が送付されたとモ  1事業所 （5名）  なし  ○  外部  
鈷壬絶があり事した．  

0確盟をしたところ、賞与支払届（写）を作成した粋に、誤っ  
0誤って∫与支払届（写）を作成したC事羊所にt結し、代表者に  

てC事貫帯の暮与支払届（写）を作成し．送付していたことが  
今回の事■を説明のうえ、お詫びし、r訪問のうえ、州押したい。Jと  

判明しました．   
申し出たところ、「その必要はない．」とのことでした．   

1与鏑決定通知■の騨送  別送量什をしていぢい事業所のT与鴎決定通知書が牡芳  
付について   士事務所へ送達したことが．牡労士より遵嫡があり判明しま  

t！引こて担当課への注音を促すことで7承を得ました。   当所捏当課に注意喚起し．再発防止に努めました．   

14  千束  渋谷  20tO年1月12日  祁川ヰ1月128    した．   た，   
2事業所  なし  0  外部   

l事生年金手鴨の娯送付に   0取得層決定通知書及び年会手嶋を送付した人事茶所よ  0ホ繊払出しの厚生年金手特ほ、シール各町生年金手鴨に貼付   
ついて  り、別の事業所の年金手帳が混入しているとの連絡があり、  し、事業所単位ごとにクリアフ丁イルに入れ．事某所記号を賽示して  

0事業所捏当寺へ違絶し、別事某所分の層雇年金手嶋が混入して  ○新規払出しの厚生年金手燥に基應年金番号苓のシール   
いたことを州罪し．了承を締ました．別送先である大阪の事業所よリ  を貼付したときは、シールを貼付した者以外の鴨且が事業  

磯隠したところ、封入の層、誤って8事霊所分の年金季姑を  います．クリアフ7イルまたは厚生年金手職に付箋欄埴貼付した峠  
混入させていたことが判明し芳した．   に、別事菓所の事業所記号を付美事に妃上してしまし、、決定通知  

東京本社へ隕送の厚生年金手帳28名分を送付依＃しました．東京  所且位ごとにクリアフ7イル別になっているか必ず複数人  
本社より瀬入していた厚生年金手♯28名分が届きました．同日、  

t5  1京  事蕎センター  之○川年1月14日  2耶○年1月IS8  
専の記♯がないので、通常月は、最終確賢し、決定通知暮零と絶  
み合わせ発送するが、f忙時期のため1終確認をせずに送付して  

たことを洲罪し、送付しました．   1事茶所  なし  0      外部                                              暮と組み合わせて発送しました．厚生年金手牡には、事暮所記号      記録を確認のうえ、験当事業所へ厚生年金手■の送付が遅くなっ   
し著った．   

所を確許し」司一事業所であることを再ヰ記のうえ、姐み含  
わせて発送をすることを全■且に徹底し手した。   

1■畢丁与臨 定通知tの   
娯送付について  

0慎 1 一決貫通知書育造付した人事 所かb他の事  ○     一 遇知 は、  舌に引 渡した ので り．発   
所の通知書が混入しているとの蓮井があり，杜絶したところ  逢妻託末寺が、スケジュールにさづ幸、決定通知書等を事集所ごと  

0    当寺へ逢 し、別事養 分（2事業所）が混入していたこ  ○発送   者より娯■、になった 周と敏   文l‾   

封入の8事業所とC事集所の標準■与■決定通知書を混入  に封入．封托し発送し麦した．発送の酵、発送マニュアルに基づき2  
とを＃発し了承を得ました．また、事業所へ赴き誤送付の決定通知  て提出させました．また あわせて日放にて決定通知書等の  

させたことが判明しました．   1チェック零善行うこととなっているが、最終織豊の漏れにより、別  
書を画収し、回収した2事来所分の決定通知書を事業所へ送付しま  封入・封よ作業について．封入・封片をした書以外が別事葉  
した．   

事業所分の決定通知書琴が混入しました．  
所分が混じっていないか、漏れがないか必ず確認のうえ発  

東京  事務センター  200，年12月21日  20tO年1月5日  2事業所  
（3之5名）  なし  0  遺することを徴底するよう指示しました．   外部  

賞与支払届の紛失（乗融   
定）について  

O人事集所から8事業基金経由で提出した賞与支払届にか  ○受付状況を擢鰐するなかで、12月24日に受け付けた8事業基   
かる「標準暮与鶴決定道知事」がまだ届かない机どうなっ  金からの送付物のうち当故人事業所にかかる■与支払届だけ受付  

0事務センターおよび事潤所内もヰ貝総出で、所内の確紀を行い  ○不明である当放届書が 当所内で紛失した可能性もある   

ているかと書誌照会があり、状況を確認したところ提出の形  
ました．   ことから」割引こ対し、今後このような事態が起こることが竣  

跡がありませんでした 0副所長および犀生年全称収霹長が人事菓所を訪問し、状況を説  

た知  名古息西  之009年12月之4日  2010年1月ヱ08  

を提出しているのだから、賞与も含めた保険料楓の納付書  
1事業所 （26名）  兼■収  丁39β08  外倒  

を送付ナるよう求められたため、早急に■蓋して返答すると  
○なお、所在不明である当餅届暮について、引き続舌捷兼を行うこ  

伝えました．   
とをA事某所にお約束し、理解を得ました。   認し．受付処理簿に記載し管理するよう全職員に周知徹底  

を行い著した．   
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■毛  事務所名  発生年月日  判明年月日   ●■  原B  1フ⊥≡  形書区分   二  対応  対繋  判明契儀   
∴rニ  件名  

墓  
l  

†ナ    全書号l‾は平成21年1之月より厚生年童の加入正敏  書保険書本人に柱遇を説明しホたな墓書年金響号にて責楕    ■員宝員に対して♯保験著の基電年金書サの橿長の欄  
どういうことなのか．との聞い合わせのtI蓋ありました． t  壬、＃生年iに加入していないとのことでした．そのため■蓋したと  を樽≠した．別の方についても蛙Aを鏡明し、たヰ1■牡の記録を  

ころ、畿侵食暑が之0■の臣民年会職欄の胃に、当所にて．同機岡  送付ナることで了承を縛ました．  

18   神奈川  相且原  ～010年1月4日   1名  未t収  944．320   外鴨  
著の00付記縫が別人の記録の中に畳鰍されていることが判明し手  
した。   

升精霊失届の入力惧りにつ  ‾、増▲内釈■により増▲  OB悸のH．211Zヱ1付文義夫の取消処1をしました   0▲固の事■について説明し入力後のチェックの書底を   

ヽて   わないとの1絶あり手した．   確認し手した．  C鐸のH．21．12ヱ1付責櫓♯失届の処篭を行い手した．  包りました．  
8様H．21．1Z．封書格婁矢について」事出していないとの申出があり  事務担当書にtl壬遍纏し、箕輪曇矢雇の事務ね理■りについて  

ました．  お詫びし、新関しお経びさせていたださたい旨伝えるも訪同は不事  
Ot櫓憂失■、賞与支払層を虚位し、8樽のHヱ1・ほヱ1付賓檜裏失  とのことであったため、保険鋼lこついて、C様の葺与が優良料発生  

1l  メこl阪  員＃  2009年12月之7日  之○】○年l月之之B   
雇がありませんでした．  1事業所 （2）   ∴◆’  18♪4？   

料で■亜となることを鋭明し、承鱒を書ました．  
外鯵   

ただし、C幡のHヱ】．ほ．之t村井櫓喪失雇あり．Hヱ1・12ヱヱの入力印  
が押下されているが、処ヰされておらー現存となってい≠した．  車乗の正しいほ月分の保険料が知りたいとの暮望があり、1月Z5  
08様とC書暮号誤って1桔1失処属していることが判明し手した．  日にFÅXを透せし辛した．  

また、Hj・1．12．11付↑与も支給されていました。  

領収金（■入金）の送付暮   

猛について  ー‾‾‾壬の電せについて現金  0隕収した傑R料事は平成22年1月2gロに食■書関へ送付した   ○正内金さにおいて当寧事tを説明し、食融撫開に送付  
と 置維の影■はないことからお宅欄への胱明はしていません．  

20  山形  米沢  2010年1月Z8日  ll二 三：＝   1事某所  なし  ○   内職  

t兼任F・厚生年金・光量   
01月5日♯▲講明と∬罪のため鉄門しました   01■t伺い事瀾」処理においては入力結集を丁数で雄聡   

手当の徴収決定誤りについ  日まの道り資格開優  Ol月柑A事業所担当書にt話したところ、1月128が給料日のた  を行い壬す．また．■定結集をずよ内訳書により再ヰ竪を行   

て  か め暮くとも1月8日中に返金されたい旨の強い葦■があり、西條飾書  

明らかに違うという事実が判明しました．   貫目以欄にプラス■■恥、の処tを行いました．悍良料計暮日劇  と■生した鎗集、1月8日に♯込み未した．  
に正当な責櫓関係処1を行っていたので、不対ま■量憫いの入力  ○事緩の納柿餅同については、先方より多忙のため今回の件につ  

之1  t嚢  弘前  之010年1月5日  20tO年1月5已   処ヰは必雷としなかったものです．  l事業所  適正収  28．782．984  外鯵  
0更正■及び■霊問いの処理をしていることから、保麟料什事後  
の確鰹を行う必辛がありました．  
0事業所から納入告知雷が思いていないとある机郵送畿につい  
て■拉をしたが瞥便局からの返送1まされていません．  

M人骨和■の填送付につ  
OA事■所にtl引‾てお賢ひし事井所圭訪周の上再度蘭罪し   

いて   lた創造人告知書手引き抜き送付する  欝送付した納入額通知書を回収しました．   送封≠と引きせき通知書のセットをする看、封入封■担当を   
が送付されてきたと逢揚がりしたこ．の、   08事纂所にてお抹びし、納入q通知暮を回収したい旨をお持した  

送付していたことが判明し手した．   が、蝉優が雇いていないとのことから、到着を捲って訪問したいと伝  

2之  音域  事務センター  20tO年1月21日  之010年】月Z2日   2事業所  なし  ○  外静  
○♯使物の到着を吐露しB事業所を肪偶の上、改めて剛罪し、A事  
糞所に届いた納入■i知暮を手オし、誤送付分を国収しました．  

笛長年金零3号諷保良書取   
01年7ケ月の時間綬遇がある‾とから当時の届書入力■茶事   

消し入力漏れについて  勤ととに  の抽出琴、事故の■千把蠣康行いました．   が、今回の事象をグループ内に周知し確真に捜赦名lこよる   

義看の取り消しが鳶って行われたことによる3号から1号へ  捜できました．また、A市より同時に送付された■勤一天責にr処ヰ  OA市の対応■■から、今回申出時の内容等軽遇の欝取を行った  チェック行うことと、処理依♯内容と入力時点の状況に集会  

の打正輪台をしてい引こもかかわらす現在手で第3号♯保  不婁Jの押印があり、入力不要との割ホをしたと膿まlされまナ．  ところ雛曝隷書の配偶看が来所しており、当疇夫又は本人と社会保  性がない：■合には市町村蠣に確認を行い、縫週、状況を杷  

扶著となっていることから、手丼事薪所に照会があり、事務  験事ホ所との間に揮■があったと思われる尭書はなく．何らかの簸  

センターにおいてぬ理不撃として敵われていたことが判明し  丑により入力不雷とした可能性は殆ど書く．暮董疇の他事■りであ  

ました．   のあるー異動－■♯jを用いて入力処理を行ったことから．同日付で  ると刊肝し手した．  
計号に文王となっている失格た蜂をもって処理済と判断したのでは  ○本人の配偶者と1絶がつき、四毘年金グループ曇が配れ書の鴨  

温t  事務センター  2009年5月27日  20柑年l月14巳   
ないかと機測きれます．  禾■収  川．940  

2ユ  l名  とのことであるので、記仏書に対し謝弗と平成19年2月から1之月  
外部  

応時には特段の申し出はなく、当時事ホセンターと本人又は書糠と  分のn良年金廉扱嘱が疇劾に上り納付できないため未納期間とな  
のやり中り等があったかについては不明です．  ることの脱明苦行いました．配色書▲り白身の共済に上り扶暮が  
なお．扶t認定丑及取消について共済組合に問合せを行ったが．  ■ってセ5月されたことが発ヰであり、共済組合から何の説明もない  

収入憂件との回答が♯られたのみでした．   ため四民年曇の納付について気づかなかった状況がある、入力ミ  
スはミスとして問■があるが未納期間についてどうしようもないもの  
であれほ理鱒ナるとの匝答を得たので、秩暮零旗に旺足された後  
の3号雇出を行うことを競明しました．  

一浪民年童1t事1王震加入享   
○由長年雀書欝往昔加入の平月ほ1年12月1日車乗は■りでであ   

失千束年月日暮萱填りにつ  た長年高齢任加入届暮董晴  ることをお詫びし、最大已は平成19年5月18であることを説明しま  暮加入受付時に加入期間を確認する障には．共済組合で－   

いて  た平成19年3月158受付の国民年会書齢任i加入届書  月からとするところを昭和a6年4月からと計算、又、決れ肴も間違  した．保険料は王付となること、年会のた更請求はできるので、儒  闊金を受けた書合は昭和〇8年4月以前の職Wも対■となる  

を■正したところ喪失予定年月日が書査募りであったこと  いを見繕としたため、平成19年5月1引こ熱線檎が発生してい引＝  出していただければ平成19年6月分から1ってもらえることを説明  ので、『長年金石齢仕手加入受付時にはあす確駁するよう  

が判明しました．   もかかわらγ、平成之1年11月まで納付となりました．  したところ了承を得手した．併せて、支払いまでには晴間がかかるこ  

2  王知  笠寺  之○【け年ユ月柑日  之Ql【〉年1月21日   1名  遇徴収  820520  外書l  

0お警棒から最定計末書を1月25日lこ届出するとの連絡ありまし  
た．  

国民年虚業甘す披保験呑  力  ○事書発生の稟件が千代田年金事務所のため■萱後に鹸明を   
暢取得届入力誤りに伴う未  ○年金購求附こ記録を確放したと－ろ、国民年金第3早期 間が、平成17年10月11日となっていたため、配偶者の厚  実施し手した．  

納期間の発生ついて  生年金保険の加入日に合わせて、17年11月11日に訂正 しまし．その結集17年10月分の四民年金俸臓Rが未納と  
2     5   千束  ■申  之008年1月5日  2010年1月8日      毎りました． 0平成18年蟄時、昏見辛金の第1書被曝験書から第3骨  外静   

雛保険者にまモナる臓に、平成17年10月11日付で処理  
を行ったため．納付済みであった平成17年10月分の区民  
年金課験料を■巳年金事需所（当嶋は■円社会保険暮裸  
所）で立付をしてい手した．   
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生理番号   件名   県名  事務所名  発生年月日  判明年月8   事象   原因  ＿ ＝ニ喜  芦■g分  f曽金蔵   対応   対策   判明契犠   

rクレジットカード納付」に係   新発8年金事癌稀匝長年金担当からークレジットカード納付  クレジットカード納付の申し出のあった方に対しては、クレジットカー   乳酸F通知を送付した方7名に対して、当センターにおいてt鱈に  委託手書に対して、事故ヰ告及び改書報告の提出を求め   
るお知らせ用紙の誤使用に  のお知らせ」用紙の印崩の位1がずれている旨の濃縮を受  ドの有効性を確鰹のうえ、「クレジットカード00付のお知らせJを送付  よる濃縮および汁罪を行い∴正しいお知らせ及び州外文と返信用封  享した．  
ついて  けました．  することとなってい手すが、陰って「クレジットカードの書物性の確哩  萬（■送付分回収用）壱同封して送付することとしヂした．   委託美香より貞末書及び再発防止策の提出を受けまし た 

当職豪軌壬、委託書捗となっていたため、委託金牡の担当  ．再発餌止策のマニュアルへの追記及びマニ1アルの完  

28  内砺  
し手した．  新潟  事蔑センターー  20川年1月12日  2010年1月14日      7名  なし  0                                   にヰ芳したところ別用♯を使用して作業を行ったことが判明  

ラーハガキと一失衰の突合・確認を行っていたが、用紙の相違に気  
づかなかった．  

薇保険者記録照会の送付   覆保険書A播からいただいた、lねんきん定期便にかかる  送付物を封入射げする＃に之名でヰ注しており手すが、確拉が不   書犀経書Å様から▲♯あり．1ねんきん定期便にかかる用量結集  今後は封鍵時に他者陀録が領入されていないか旧姓の再   
誤りについて  鋼董編集のお知らせjの菜付書類としてr♯鎮静書紀せ照  のお知らせ」査1象したところ．別人（β績）の「畿保瞼書紀録照会」  

会」を送付する欝、振って被保険者8様の記録を送付してし  
ヂいました。   

が混入していました．  
離鰹したところ、四民年金■で平成22年1月128に送付してい  

たことが判欄しました．  
A様に連輸し、剛弗と正しいた録の交付．および引豪の記録を回  

収l＝赴きたい冒、航明しました．  
A樺宅に赴き、送付■りについて謝罪し、正しい記録を交付し、B  

鐸のp録を回収し≠した．  

Z7  京都  下京  之OlO年1月12日  之010年1月14日  
AI暮から今岳の■りについてお許しをいただき≠した．  

2名  なし  ○  外飾  
1月12日にrねんきん定期便の■壬結集のお知らせ」を発達した方  
（10名〉に伺暮って送付されている可能性があったため、他者の記  
難が浪人していなかったかをt王墓で儀鰹．  
10名全員から混入なしとの回答を得ました．  
せ保険者B楕宅に連絡し．事†雷を鋭明しました．  
ご自宅に赴き、≠推したい旨、伝えたところ、「事情はわかったの  

で、果てもらわなくて緒犠である．」旨のお経をいただきました。B樟  
には暮鱈で縄簾しました．   

せ人情報の誤送付につい   l国民年号口塵諷替開始のお知らせユを送付したお箸様か  l包昆年金口監事替開始のお知らせjを遠けすもモ、覇引馴鹿の説   Ot鰭lこてt鴫悦朋とH霹を行い、訪同のうえ騨繰説明等を行う  ○再莞防止策として、再度二王チェックの徹嘩を全■員こ層   

て  ら、他人の年金記録が同封されているとのt一重暮ヰがあり  明を憂する方であったため、別送敵いで説明文事等の封入作美を  旨伝えたところ、肋間の必輩なしとの返事をいただいたため、今後  知するとともに、事務払規程において事故に繋がりやれヽ  
ました．書生したところ∴事人の四民年金℡鎌が内封されて  内部横根l＝基づいた対応をとる事を説明し了解を樽ました．  事稟の点検を指示し麦した．また、特定業務サー等のレベル  
おり、暮面に他人の年金受給記鐸が印字されていることが  
判明し壬した．   

アップに向けた指導を指示しました．  
さらに、裏面利用した概であったため反面に別人記録が印字されて  

28  
いたことも判明しました．  

0今後、個人記録を印字した紐の裏面利用は行わないこと  
煙島  事務センター  2009年12月‖日  之010年1月22日  2名  なし  ○  とし、■具に徴底することを用知しました．   外帥  

年金手繰の誤送付につい   OA様より納付暮が送付されたが、別人B樺の年金手嶋が  OC町役欄から♯逢された四民年竜欄傭届を担当者が入力地理を   Ot鱈lこてお緒びし、自宅へ坊間の上、年金手帳を回収丁る旨伝  ○この件について■員に周知し 今輩も封入蹄 必す2名以   
て  混ざって送付されているとt誌運輸がありました．確正した  

ところ、封入の騨、誤って混入させていたことが判明し手し  
え、A様の和合の良い日に妨聞ナると約束しました．  上でチェック‾rること奪■度しました．   

Z，  
リ、♯透してしまし＼ました．  

OBI義へt陪にて年会手ヰを誤って別の方へ送付してし辛ったこと  

埼玉  羊蹄センター  之010年1月19日  2010年1月25日  之名  なし  ¢  
謝罪する旨を伝えるが、■いていることもあり＃送での理解を頂き  外部  
ました。  
OA樺の自宅を肪閲し、改めて謝罪し理解を頂き、吏た、回収した年  

国民年金■格取得届の鯛   A市役所から、名古屋♯社会保欄欄欄澗lこ進運したI隋民  OA市役所が受理した1国民年金井筒取得届」を名古屋北社会保   
書手■に■■の手機雇用鎖し8ぱ宛て郵送しました  
0過当繹■がA市役所を訪同し、今回の事■について説明してお  OA市に対し持株なケースの届出の提出においても送付■   

先について  年金責櫓取得届」が処理されているか照会があり、記録ヰ  験事務所l＝進運し手した．当験暮■は、市町村が事務センターに直  
控するも付暮されていないので．愛知事穫センターにヰ鰹し  送ナる暮Iiであったため、名古慮貴社会保険事務所はその週の吐  

結びしました．畿ヰ幹利こ対する対応を協▲し≠した机当鯵嬢保  を添付するよう依焦しました．  

たところ紛失が判明しヂした．   でた知社会保険事務局書跡センターに回送しました．  
験看は生者保書を受けており、付書されれば法免の地理をするだ  ○課内会■において当幹事iを説明しマニュア／しに沿って  
けであるので、協■の結集＿繊界訪問等l土不要であるとのことでし  

0その後払環状況についてA市から名古屋北社会保験事務局に照  
会がありましたので、事務センターに照会したところ紛失が糾明しま  

た．   0所長が当時の担当＃畏に対し．未処理について確実に引  

した．名言t北社会保検事務所の担当課長机A市に当鞍届出暮  
鍵を行うよ引軽重に指示しました．   

をFAXにて再提出を依精し受け取りました．  
OA市役所から処理状況の照会があり、確認するも付毒されていな  
いため愛知事務センターに確托するも暮類は見あたりませんでし  

30  愛知  名古屋北  2009年】1月198  2叩9年12月四日  た．  

l名  なし  ○  外部  
したが、相1はないものの当拝眉出が記載されていないのでA市に  
確認したところ、持株な書員（今回は外凸人の資格取得層）lよリスト  
には手せす、単票で確実に送付したとのことであった．  
0所長が当時の担当繹具に改めて正したところ．書類看捜すため  
にヰ騨の意ヰでFAX依ゃしたことを思い出し、処理が途中で中断し  
引■が∫れていたことの申し立てがありました．  

○当麻の相当霹長のれの用辺を探し、望日当幹用紐（FAX）を先見  
し、即輝、当年金事務所において入力処理しA市役所に報告し壬し  
た．  

苧生納付特例串柿雷の紛   平成Zl年一月に宇生岬付特例の申麟を行ったが響t結集が  平成21年丁月ターンアラウンド申蘇暮をA市役所に持●されたが、   
失について  届いていない旨連絡があったため、年金事横所及び暮株セ  市役所から投函してもらうよう蔓皇があり市役所■員が投函しまし  

年蓋事簡析よりお梓びの■蕃をした挫．事構センターから再度お耗  なお、平成21年10月以降は 事務センターにおいて宇重納   

ンクーの未処理分のヰ班をしたが、当鹸中農書が離圧され  た．7月8日に事務センターにて、申鰊があった旨のt毒書写サイン  
ぴのt話吉行いました．ターンアラウンド申鮪暮が、書房センターに  付特例申鰊暮の受付簿を作成し進捗管理を行っておリ  

ませんでした。   を入力したが、その撞の申鱒暮の流れは不明である．  
到着した事実は確かであることから、事務センターにおいて学生繊  入力委託者への層書の引離ぎ及び引受けも厳密lこ行って  

t鰭番号のサイン入力lま．申繍■にE♯されているモ絃書号を  
付特例申講書を作成しました．   いまナ．今懐このようなことがないよう事務センター全体で情  

31  1名  なし  ○  
捧の共有を園りました．   

新潟  事務センター  之009年7月  2ロ10年】月II日  
tが到寺した事実はあったものと思料し辛す．当時は、事務セン  外群  
ターでは受付t理鶏の記載については、賓付件数のみであったた  
れその後の詳細な荒れは陣招できない状況にあります．  
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嚢寺書号  件名  ■名  事獲所名  来生年月日  判明年月日   ■り■   原色   方■範H  串■区分  杉■壷鏑   対応   対策   判明害   

国民年金保■の鋲還付  『長年金の犀■科運付童の支払いについて、ナでに支払  
について  済であった期Ⅶを、■鷹ヰ出された■求暮で支払ったこと  

・■保扶書に対しt鱈をし暮込みのま経と、鞋遇の悦明を行いH井  

が、入力後の確比で判明し手した．   
し壬した．  事tを説明し、注竃■起を行いました．   

後日．返≠の書類を送付し納付いただける冒繍舵しました．   

32   滋書  大津  之0明年12月21日  紬m年†之月21日  1名  娯遭付  14J00  内曹   

凸長年生保験還付金鱗  0当事務所に定期便の内払＿ついて覆鰐のためにお客様  
の決定鋲り及び納付だ録の  が来所されました．昭和58年虎の日展年生保験斜につい  
1正Bり  て．前納したにもかかわらす兼00になっているとの申出があ  

○当■お客様にt静にて烏繍を睨明のうえ桝1し辛した．納付紀鐸 は速やかに遥血処理を行い、定期便回書を行うこと、手た、換って  
りました．そのたれ窓口対応書が■壬ナる曾鮫明し、回警  

運付した傑■料還付金については、返綿金となる旨を説明し、後8  

票を隻毒しました．  
納付書により納付いただくことで丁承いただきました．   

○しかしながら、丑付会t書轍Rナもと、本業．8ケ月分のみを1付  
すべきところ、誤って9ケ月分の食■を立付していることが判れま  

3：l   響川  古松文  l▲lこ  ＝ ＝  之010年1月之1日  た．昭和58年10月一昭和59年8月分の保■窮納付モ■について 納付た■i加処理を行っていなかったため、紀ヰ上乗欄川那同憂眉  外義   
となってい苦した．  

0今回の暮暮は、腑納期間中に厚生年会の▲優良書紀鐸が判明  
した■含における遭付保良料書の算出さり、また、★格礪正鵠に≠  
付記織追加処理が行われていなかったことが層団でナ．   

酋長年金保験胴口座＃曹  l‾   

納付（文王〉申出暮に係る   申し込みをしたにもかかわらず1年前欄l‾なてい上、いと   
0被保験者にt愕し．今回の暮■を説明しお粍びをしました．平成  ○課内金属において、今回の事例を説明し、入力を市々う欝   

入力誤りについて  す   之之年すから1年前納とすることで了解を≠ました．   こは、仏工に行い、相互チェックのさらなる櫨底を行ない、■  

納付（書更）申出書を処理ナる■に振替方虔■の入力を惧  
○妨憫は庵育されたたれお絆び文書を♯逢しました．  れのないよう指示しました。  

ll  兵庫  ■円  2008年8月之8日  2010年り∃28日   

○担当者が汝保験書へt忙し、昨乱文事を送付した件を伝え、改  
1名  1鼠収  3．05崎  外書  

内長年釜クレ～●ットl｛付申  現実2書緩慢牲書号‾く   
出■に対する釈明誤り  に夫が■■するので事前にクレジット納付申出書を提出で   

担当■Å及び担当課長がt鱈にて州外．T王にお詫び申し上げ  

書るかといっ年金相麟に射し、翳って「できる」と回答しクレ  処理吉行い、正碑な内容の社扱が行われていなかったことにより発  
るも納得が得られす、t伝を切られ著した．   るとともに不稚かな知蔓l‾よって独白l‾判断し処理を行わ   

ンツト納付申出書を貴書しました．  生したものです．  
一方的にt誌を切られたこともあり、対応lこ苦慮していたところ  ず 正確な内容を■控したうえ お客様への対応を行うよう  

●1ができないことにすぐ気づき、事樫センターにヰまの轄  
再＃、畿保険者よりt瓦遍鶴あり．その後、何の蓋絡もしないの  

35   徽島  t▲暮  之Ol【l年t月8巳  2810年1月88  
は、どういうことか．できない暮類を鮫明しておいて、届書を受理し  

2名  なし  ○  
tI舌を受け、所よと損当■鼻が牡保験書毛にお托びのため訪問  

内一  
しました．ご主人は応じる必下がないと会えす、奥様に綾織を醜明  
しお詫び申し上け、訪当馬暮をお返ししました．   

毘民年食・厚生年金辻芯絶  
付年金鱗利こ係る決定誤り  和歌山末社会停欄膚明輝へ tl  

事葬センターから本人の老齢年章票求暮が返長され事t■がヰ琵  

表示が相違していたため、和事山市町村■員場合へ杜虻を  
できたため、対応が尊くなったが、和歌山西事横断で■定七三月を  

取ったところ、遺筆共済が短期手件で決定していることが判  
し、返納t♯の事務処理をヰ8の上、改めて本人の老齢年金講求  

明し≠した．当緻筆陣の場合は1族共済は支給、遺族厚生  
の事ホ処社章行うこととし手ナ．  

は不支給となりますが、1巌卑生年金を誤って支給していた  
和れ山井及び和せ山西事ホ断担当膵轟から本人に面臥し、お幹  

のもでナ．  
ぴと事情挟明蓋行い、「本人からは廿求堵併給できないとの説明を  

88  和歌山  和れ山1  2001年4月58  拍的年12月24日   
受け遇択烏も提出しました．併給されたので共済横合に照会し手し  

1名  過払い  l．223．1‖l         たが、こちらで（共済と庁と思われる）れ蔓するので持っていてくださ  
いとの回答を♯たので持っていたがそのままだったのでモれでいい  外一   
との解釈をしていたとの返書．」返納に応じるが一括遅納は■tで  
あるため1年霊位の5年間の分納で返納するとの確約及び返納方  
法申出書を受理しました．  

遺膿揮生の七重取51を和書山西事務所で行った徒、本人の毛b年  
金のt受入力を行いました．   

キー定1逮及び年釜亀等  
の脱明解りについて   ついての進捗状況の問合せが雷ったため、■ぺて折遷し遵  

0担当チーフ、主よが8宅新開し、遅猛となった縁遇及び司及分の  

絶とすることとしました．  よ■対t書として壬稚Eボックスによし．その絶再轍鰹がされてい  
金ヰとの開きについて（説明不足）剛舞し∴正しい薫p童饅．還付金  

0ヰ足したところ再裁定が進達刃れであることが判明しまし  
札1及童♯の手書き朴■暮及び1≠繊ヰ田（138ご子息より求  

た．   ○またご子息来訪説明鴫lこ、貴絵穐発生遡り分の金牡について、  
められていた）を漉し釈明し手した．  

現在の年嚢中から目安としての挟明善したと思われるが、当時の年  
0連中、ご子息が立会人として呼Ifれた、A氏が来訪しました．  

金■からの肘暮した金傭と相違しており、説明誤りと思われます（ご  
OA氏にも王政鞋遺書悦明し苦した．  

子息来訪時のメモ青）．   
OA氏が問に入り、再鐘定の支絵処理を優先してするょう提羊され  
ました．ご子▲了解するも，メモで良いので、この■で声望尊を書い  
て、8人が暮名し．その回答を平成22年1月318必着で書送する  
よう求められました．メモ暮きに主ょ、こ子息、A氏が書名し写しを  

11  東京  足立  之009年2月5日  之010年】月1之日  
いただき手した．  

1名  過払い  84I．80之             OA氏退席後、不足t韓について説明し、受理しました．  
0ご本人機の暮望事項響について．文tにて回答しました．  

外阜   
0所長・圭長にてご♯人様宅を訪問し、改めて＃罪及び再裁定の  
処理スケジュールについて挽明しました（処理が早手る場合は生長  
より榊子▲に1絶する）．榊子▲上リ5月までには完了することで丁  
騨をえ壬した．   
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・ここ  件名  ■名  暮♯析名  先生年月8  判明年月日   ■‖■   原因   ＿  【＝一≡  k■区分   1≡   対応   対策   ■＝＝・㌻   

■亨犀生ヰ塵の薫セ、  
クーへの1逢もれについて  

大官年金楕■セノタ一に来所したお客様より、同センターに  現在のセンター1から事件の膵■の腹明がありました．当＊のセン  
斗出した■警優生年金がまだ義元されないとのお詫があ   
リ．遭遽暮れが判明し辛した．  帰りになられてから、書すの縫鰹をしたところ∴蓼付■勺がもれてい  

クー最に対して、事集権匪を行なったうえで対応を協■し、1月15   

たことがわかり、離日、ご本人に豊嶋するために別保tとしていた  
8に¶所長が、年金■★本部lこ暮祷出向き．鯖♯暮に■末書をつ けて 

．縫▲挽明した上で早急な他tについて快打を行いました．ご  
が、その鐘の対応を失念し、未処理の状払になってい手した．その  本人が相鉄センターに来所さ九るとのお籠になっていたが、お1え にならなかったため 

、センター靂より．経遇の験明とお経びの文書を  

】l   ヰ王  大書  ll■こ 三 ＝  之恥9年10月29日  1名  なし  0  外事  
足暮攣の送付において、コピーして老齢・陣書の各ホ＊暮につける  
よう伝速をしなかったため、毛齢年金のみ暮定がされ、「不足暮す  
持ちJとして、陣警厚生年会請求書が姓1されすに．環在の増王事  
穫センターに舞っていたものでありました．   

電鈴橿祉書名の未払いに  
ついて  

平JE21年12月28日に受か、  
年金がkり込手九ていない音のt露がありました．台書に   
より杜絶したところ平欄ほ1年丁月8日に事務長で「支払ヰ叫  

0量輪著ヰにt鈷し貴輪書の■靡に今回の穂遇を説明しお耳びす るとともに組暮女王により支払時期が韓足した時点で義絶ナること  0グルーフ内金■において、当験▼暮を説明し支■保ヤし た嶋創士モのt由及び欄欄の必手性の肴■等♯■チエツ   
た稟t」の受付をし吉したが業務処理の♯切日を▲ぎてい  

とし≠した．その臓に「支払されるのであればよいです」との国事を  

】I  書最  事葬センター  l▲l！こ  ＝：三  2009年】之月28日  
いただき手した．  

ころ毒矢会し、今8に圭り壬した．  
l名  未払い  之70j32  

び支払予定8を説明しご理蠣をいただきました．   
外陣  

未払期冊平成21年8月支払（平成21年4月一丁月分）  
平成21年ほ月支払（平成21年8月－11月分）  

E礪肴状慮の量鋒誤りにつ  
いて  

0年彙七欄について■暮のし出があり轍托したと‾   
配偶書状愚書示机■って畳蜂されていたため．モ偶舌が  

○受柊書宅を肪閲し、今回の事書を説明してお詫びし、過払い童の  

85▲をユぎても加給金が支給されていたため過払いが糞  
返納をお■いし．考お年金からの分銅返納について了承を縛まし  
た．   

40  三1  尾t  2010年1月柑B  2gl（I年1月18日  t名  4払い  】．148．433  外静   

年金旺1の誤送付につい  
て  

止腰躍重雫韮斬t受給書より自己に届いた年暮と   
一緒に他の旺暮之iが麒透されてきたと潜年金事潤所お馨  
穐相談圭曇に1揚がありました．  別紙が他の暮定講読書に混入していたため、尊Aが旺暮封入峠  

に楕祭事にあわせて封入し、■員l＝よる封入物の確鰐、再牡観でも  
tl引こて■押し、資格者のこ聯創こあわせ旺暮の引き取り及び ＃井lこ伺うこととしました．劉センター長及び年金給付第一グループ  封入処埋を担当するチームに封入時の指導及び封入彼の ♯皆■慮鰹について注書を牡鹿するとともに社数牧の征   

41  先見できすに発送してしまいました．  
返していただきました．  

t★  事震センター  ZOl【l奪1月88  之01【〉年1月1ヱ日  3名  なし  0  
庇を行うこととしました．   

食書号をた王の上、再作戚し年金給付書－グループ集が自宅に肪  外部  
博し洲罪を行い年金柾t及び年金手鞍を手交しました．   

厚生年櫨欄欄のIE■育加  
井の豊嶋★櫓期間とf替   

年生年食罵Fの電■看加井の鸞職責糟期間と贅替加■t‾     丑云2度ほど年金欄鮫センター及び年－－  
ついて浜って鱗明したことにより、配偶者加■の時期と振替  

平成1i年7月81日訂隋年董柏餅センターに釆所、AI事がモ節厚生   研■で今回の事例を釈明し、相承内野の把ほを書店するよ   

加霊の釈明浜り  加井が将兼受給できなくなってしまいました．  ナ一に棄析相■した辞、相鹸員が誤って電■舌の翼絵事件を．昭  
年金配偶者加飴年金  

社会保扶事薔所に相続したうえで起こったことなので記録を  
暮：8様の厚生年会加入期間が2】年をぷえるq合に受給できないと  

訂正してもらいたいと申出がありました．  楕事件を虞たすことから、老齢年生年金配一書加給年金の事件を  
いう鹸った鮫明喜市った．  

20年1け月と脾明した輪1、厚生年金優良加入縫槙により加入鞘  
平成之○年11月4日過去の3回の説明が久なるため再度■■社会  

間は20年を超遇し、配偶者加総年金■及び簾曹加算が支輪されな  
保鱗事構重に来所し、同捧のことについて確認したところ、20年を  

いものとなりました．  
超える■食lこ配偶書加給年金が受給できないということが判明し遇  
真の説明葬りが書抜されました．なお、既に雷の厚生年金加入期間  
は20年を租えていました．  
平成之○年11月1I日自毛に赴き、モ偶書加給年金の支地車件につ  

■‡  ■■  鴨細  之Oq8年11月4日  紬加年11月4日  1名  なし  0  
ては打正できないことを説明し≠した．年金のブ引こ確托したうえで  外静  
行ったことであり」E■書の記録を打正し、正しい記軌こナるまで納  
得できないとの申出ありました．  
平成毘年1月ほ8人相こt拝し、現在のところ回復困七であること  
を伝えたところ、本人もモの結l豪州し、ているとの回答を薄ました．し  
かし、モのまま改正することなく今瞳も加他年金が支給される方向  
で対策を行い．モの畦遇を遍蝿するよう要求があり手した．手た2－  
3月壬きには状況がたわらなくても遵♯するよう依甘があり、対応す  
る事で丁承しました．   

■■t■t▼■■屑■■  
王（基準日）届にかかる事   

0船■曝験■覇組合の入漁集協同粕吉の】呈当響から捜  
出した舶Å保険畿保■著の平成21年8月の月慮た茫烏丸  の提出があったが、内2名が書抜た東経当看であったにもかかわら   絶し今回の事■を説明しお詫びしました   

召集して、当 決モに   
按処ヰ蘇りについて  事がきれていないと思われるため、■庇してほしい瞥の遵絶  ○たたちに当職処理き行ぢい、舶■悍F事精粗音程当看にt括t   ○騙特所内■貴会■を僻事1菅政明、   

があり壬した．  にp呈しないものとして練鰐、結果的に当♯著の月犠た責九書を  
OIa舶所有書に対する1絡・州罪については、船久保験事務組合  

43  宮城  仙台東  200¶年9月3日  ZOtO年一月20El  

の担当者に一任しました．   憤暮を期するょう「事故防止の隷虞」について注書を強く嶋  
1事業所 （1名）  遇鶴牧  53β02  

起しました．   外倒  
雇が；■切に処理されていないことが判明しました．  

こと、さらに処理結果リストの杜氏時においても当鰊事揚処ヰ誤りを  
発見できなかったものです．  

凛t■暮■によるお琴1事との  

トラブルについて   
東新されたお警棒と拓抑こついてトラフルとなった   拓河に出た■員Aの対応が失凧だとの‾とで二事人に対して■1界モ  

求められた．ナぐに引所長も＃罪するが、本人に伝えたいことがあ  
るから、同席するようにとの強い井望があり、■■も同鷹しました．  

ロ当事者とぢったF員が、諦洞U■月のため㌧瀬濾甘員の行ラ票横 に受l寸菓轢lよ含まれていないが、今回のように突然に捷留置しなけ ればならない■面も考えられることから 
その中で■員がとった．少しお持ちくださいと誓えた時にとった手の  

、派遣会社に対しては、常托  

動作机犬を追い払うような亀度であるとの青い分でした．決してそ  
的な接客対応事についても、瀬遭■Åに歎書していただくように依  

l●  

れしました．  
t耳  ■書  2010年1月15日  ヱDlO年1月15日  のようなことではないことを説明するも、一向に聞こうとはしないで、 義且が興してい 

tる様子を見て、更に高圧的な鯵度に出たことか  ころ、瀬遭会社、派遣■員からも交代したいとの包挙があったことか  事故事   
ら、t員がお専横の左の襟をヰんでし軋ヽました．これに対して、轟  
力を1るわれたので11D書道ヰナるとのことで、お客様白身がT禦  

ら、当職派遣早員には交代していただきました．   

署に連絡し．一書富が兼所しました．   
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日本年金機構の平成22年1月分 システム事故等一覧  

整理書号  発生年月日  判明年月日   件名   事■   坪因   影■範昂  た■区分  影書金蝕   対応   対策   判明契せ   

華確定申告用要員数収扁に配賦さ  0準櫨丘申告用耳鼻徴収票に妃鴨居れている金槌が、前年以前の遡及支  0導線定申告用■員徽収震の発行側tで支払白欄にたセすべき支払甑を求め   
れた金慮の不儀について  払分も含めた金ヰを記載しているのではないかと．照会があり問遷が判明し  る貯、攣確定申告用凛農t収幕作成の対象年以≠に遡っで支払いされた分が含  ＜本格対応＞   

本格対応が完了する麦での肌年金   
ました．   まれ、t繊的に準確定対た年の正しい支払疇を求めることがBヰと判定された  ○書告コード判定の見直し対応（プログラム鯵正）  事務所に対し事務遵亀にて」鼓当奄  

■合、書書コードが出力幸れ、手作業によって正しい支払犠を求め、攣確霜よを  ○再交付データベースの補正．  に係る準確定申告用澱泉徴収真の  
作成・免達してい手す．  

再発行を実施しないよう周知しまし  
く書定対応＞  た．   

紬10年1月4日  之01（l年1月丁日  6名  なし  ○  外書l  

す、本兼、当年分の支払■のみを記厳すべきところを、前年以前の遡及支払分も  
含めた金員を紀ゼした準確濾泉を作成しました．  

泉徴収票は全件発送を見合わせ、このうち誤って出力され  
ている対た書（6杵）を手作美にて対応し、それぞれ速やか  
に送付します．  

平成之1年分寿員徴収事にだ羊され  ○平成21年分濃見書収異については、平成2之年1月1〇日から15日まで  ○年の途中で年金欄の改定（再発足処理）により前年以前に係る年金のお支払   
た支払豊壌・茸泉書収税■・社会詠  の間に昇給者宛に透けしたところですが、支払金牡．源泉徴収税疇．社会保  いがあった場合に清泉徴収書の補正を行っているところ、社会保鹸庁時代に臭  対鼓著の方には、お詫びのお手絶と正しい源泉徴収黒を送  システムの改♯を実施すも際の確認   

練絹の金餅の表示誤りについて（露  
付し差替えをおメいししています．  作業等を更にせ度します．  

2  2010／1／13 ・一2010／1／1き  2【〉lO年1月15日  l疇）   20．54ク名  なし  ○  平成22年1月25日公表ヌみ  外部  

平成21年分漏農徴収員に紀鼓され  ○前E第1犠でお知らせした案件について．引き続き確控作業を行った結  0平成之1年ヰに過去分にかかる税鼠の遇不邑供養毛行った牧舎は、平成ヱl年   
た支払金鐘・黄泉書収税疇・社会保  の源泉徴収震にも正しい税切が曇示されるように補正処理を行うこととしていま  

対t書の方には，お詫びのお手紙と正しい源泉徴収票を送  今後も事故防止策として、確鰹作業   

験網＃の金鎖の表示■りについて  すが、社会保険庁時代の事務処理娯りにより解った全曲を表示しfした．  
付し善替えをお＃いししています．  零を更に徹底し£す。   

3  2D10／1／】コ －2010′1／15  ヱ010年1月28日  

（羊之鞭）   平成22年2月5日公表済み  
t5．射け名  なし  0  内部  
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